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Ⅳ 平成 24 年度包括外部監査結果のその後の状況について 

平成 24 年度の包括外部監査において指摘事項及び意見事項とされた事項について、今

回監査において関連する範囲を中心に、その後の改善状況等を確認し、以下に記載した。 

 

１．企業局水道課 

（指摘事項） 

監査結果 改善状況等 

４ 前橋市青梨子町の調整池増設工事（平成

６年）の実施にあたり、前橋市と土地を交

換することとしたが、工事終了後、交換の

手続が実施されていない。 

早急に実施する必要があり、また、今後

手続きの漏れがないようなチェックの仕組

みを構築し、抜本的な対策を検討する必要

がある。 

平成 26 年３月 31 日付けで、前橋市との

土地交換の手続を完了している。土地交換の

手続については、各事務所と協議の上でチェ

ック・フローを作成している旨を、担当者か

らのヒアリングにより確認した。 

                   

12 渋川工業用水道では使用水量決定にあ

たり、使用者側量水器本体と事務所側積算

値の照合を行う必要があったが、実施され

ていなかった。 

作業予定表等に項目を設け、失念しない

ような仕組みを構築することが必要であ

る。 

職員の作業予定表に照合項目を設け照合作

業を実施し、その結果を照合記録簿に記録し

て管理する体制を構築していることを確認し

た。 

 

（意見事項） 

監査結果 改善状況等 

１ 総括原価方式による価格制度のもとで

は、利用率に関係なく原価相当額から利用

額が決定されるため、利用料は利用率が低

い分だけ高い価格となる。利用率が当初の

計画に比して相当程度低い場合には、価格

設定のあり方について十分検討することが

望まれる。 

また、県央第二水道は、現有施設の利用

率が 74.9%であり、施設の拡張計画の見直

しが必要である。 

企業局の水道事業は、広域的な観点から各

水道事業者（市町村等）に代わって水道用水

を供給しており、受水市町村等の要請を踏ま

えて施設規模を決定している。その中で、現

時点で、県央第二水道についても、利用率向

上につながる協定水量の増額も実現している

ことを確認した。今後の施設見直しについて

は、健康福祉部食品・生活衛生課水道係の意

見に記載のとおり、受水市町村との協議によ

り決定するものであることを確認している。 
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２ 利用率の低い施設の改善をどのように図

るかが最も重要である。水道事業は、市町

村の財政負担を大きく増やすことなく地下

水から表流水に転換し、利用率を上げるこ

とで、利用者の福祉の増進に資するものと

考える。 

工業用水も利用率を上げることで、利用

者の負担軽減が工業立地を優位に立たせ工

場誘致の促進に役立つものと考える。 

水道事業は、市町村の浄水場改修計画等の

状況を踏まえながら、受水市町村と協議し

て、利用率の向上の取組を確認した。結果と

して利用率の向上についても確認している。 

８ 節水意識向上等による水需要鈍化への対

応が経営課題の筆頭に挙げられている現状

において、新規供給先の開拓も考慮し、営

業収入が現状維持の場合の収支バランスを

検討することは有効であるが、更に、右肩

下がりの場合の対応策の検討も同時に行う

ことが望まれる。 

収支計画の見直しを適宜行い右肩下がりの

場合については支出を削減していくことなど

の対応を折り込み、効率的な経営に努めてい

る。また、利用率で低下だけではなく、物価

状況も踏まえ、価格の改定等の対応を行って

いることを確認した。 

９ 受水企業の経営破綻による工業用水の供

給停止の場合には、基本水量の減量に伴う

負担金徴収も困難となるが、そうした最悪

のケースの事後処理も想定し、不測の事態

に備えた予備的な計画の準備も検討の余地

があるものと思われる。 

工業用水道事業の安定経営を図るため、減

量・撤退時の負担金の原則を利用者協議会で

決定していることを確認した。また、負担金

収入がない場合の収支計画も予備的に作成す

るなど、一時的な収入減少に備える対応を講

じていることを、所管課へのヒアリング及び

関係資料の閲覧により確認した。 

10 群馬県企業局中期経営計画において、

工業用水道事業の主な取組と目標の中に、

給水契約率の増加については触れられてい

ないため、必要に応じて期限と目標給水契

約率を定めて進行管理を行うことが望まれ

る。 

団地造成事業と連携し、新規企業の開拓に

努めているが、契約水量の増加は、新規企業

の立地や既存企業の経営状況などに左右さ

れ、工業用水道事業者の努力だけでは実現で

きるものではない。 

新規での団地形成事業には、案内を行い、

給水契約率増加の取組状況を確認した。 
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11 ⾧期補修計画に基づく保守・修繕を実

施した際、計画書の計画内容に実施内容を

上書きしており、計画どおりに保守管理さ

れているか確認できない。 

計画と実績を対比し、当初計画どおりに

実施できなかった場合に計画を変更したの

であれば、その原因と変更後の計画の合理

性を文書化することが望まれる。 

「群馬県工業用水道事務所保守管理実施要

領」にて定期点検計画・実績表を定め、保

守・修繕の計画と実績を対比し、当初契約と

の差異の理由等を明確にする運用がなされて

いることを確認した。 

17 水道事業で使用される装置の一部に

は、独自技術ゆえに維持管理業務も製造元

に依頼せざるを得ないといった状況がある

ことから、機器本体のみで入札だけではな

く、維持管理費用を含めた金額での入札も

今後の検討課題である。 

機器の耐用年数等を踏まえ、原則として維

持管理契約は５年以内とする運用としている

ことを確認した。また、現状の運用に問題は

ないとの所管課の認識である旨を、所管課へ

のヒアリングにより把握した。 

18 制御装置は年間を通して稼働している

ものであり、不具合発生の場合は遅滞のな

い対応が必要であることから、点検契約で

はなく、保守契約の締結が望ましい。 

保守契約の考え方を取り入れて契約を締結

している状況を確認した。 

24 地下の工事や配水管路の台帳の修正の

ような業務については、地下に何が設置さ

れているか不明な場合もあり困難な面も多

いが、工事を発注する際、配水管路台帳や

過去の工事の経緯等を確認し、発注あるい

は契約締結後の業務内容変更に伴う契約金

額の増額が生じないよう、事前の確認を十

分に行うことが望まれる。 

事前に想定できる内容を確認した上で発注

時の設計を行っていることを確認した。な

お、図面や台帳では確認しきれない支障物に

より業務内容の変更が必要となる場合もある

ことから、可能な限り契約変更が最小限とな

るよう、発注時点での事前確認を徹底する方

針である旨を、所管課へのヒアリングにより

確認した。 

26 委託業務において、その業務が内容の

性質上、分割して実施される場合には、監

督員は最終業務終了時だけでなく、適時に

業務完了の確認を行い、その確認の都度、

業務完了報告書を入手し、完了検査の実施

を文書により上司へ報告することが必要で

ある。 

委託業務の監督員は、業務が完了するごと

に確認するとともに、文書で上司に報告する

運用となっていることを所管課へのヒアリン

グ及び関係資料の閲覧により、上記の改善状

況を確認した。 
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27 東毛工業用水道第二浄水場計画は、平

成 21 年度第 29 回群馬県公共事業再評価

委員会で計画廃止決定の答申を受けた。こ

の廃止に伴い生じると見込まれる国庫補助

金の返還、遊休資産の売約など財政的な準

備を進めているところだが、計画廃止には

至っていない。 

今後、関係機関との調整を図り、なるべ

く早い段階で処理を行うことが必要であ

る。 

東毛工業用水道第二浄水場計画は、平成

25 年度、計画廃止に伴う変更手続により廃

止されている。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

31 板倉受水点及び東部地域水道事務所に

おいて行われた各種水質計器取替外工事の

計器が、異なる場所に設置してあるにもか

かわらず、固定資産台帳に一括して計上さ

れていた。場所ごと、種類ごとに登録して

固定資産の管理に活用する必要がある。 

固定資産の計上に当たっては、資産区分に

従い、種類ごと、場所ごとに適切に登録し、

固定資産の適正な管理を行っている。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

40 供給地点の流量計設置の際に、事業所

の検針値と合致させる作業を行わなかった

ことで、両者に大きな差を生じている地点

があった。 

供給量の確認には問題はないが、早期に

両者の値を合致させ、供給量計測値の信頼

性を高めることが望まれる。 

流量計の数値とモニターによる検針値につ

いては、平成 25 年４月末の検針時に整合を

図った。今後は、流量計の設置時に両者の値

を合致させる作業を徹底する方針としてい

る。所管課へのヒアリング及び関係資料の閲

覧により、上記の改善状況を確認した。 

58 東部地域水道に係る八ッ場ダム建設費

負担金は、当初計画に比べ取水規模を縮小

した結果、既支払額は確定総額に対し支払

超過となっている。 

これを前提として、毎期償却処理が行わ

れているため、本勘定振替額は現在の確定

総額を超過し、償却計上も過大である。 

確定額を前提に償却超過額の修正を行う

ことが必要である。  

東部地域水道における八ッ場ダム負担金の

支払超過額は、県央第二水道における八ッ場

ダム負担金（未払分）と相殺して処理する方

針としている。会計処理上、東部地域水道で

本勘定振替額が超過し、償却計上が過大とな

っている分については、平成 25 年度に県央

第二水道へ振り替えることにより修正するこ

ととしている。所管課へのヒアリング及び関

係資料の閲覧により、上記の改善状況を確認

した。 
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63 工事の精算に伴って 10 百万円を超える

減価償却費等の過年度修正が発生している

が、10 百万円を超えるような過年度損益

の修正は望ましくない。 

見積書等から工事の内容はある程度判断

がつくことから、工事の現場である各事務

所と管理部署とが連絡を密に取り合い、概

算計上の段階から極力修正額が少なくなる

ように固定資産を計上することが必要であ

る。 

各事務所と水道課が連絡を密に取り合い、

概算計上の段階から極力修正額が少なくなる

ように固定資産の計上に努める。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

 

２．企業局財務管理課・総務係 

（意見事項） 

監査結果 改善状況等 

６ 水道事業において、目標達成のための進

行管理すべき実行計画が特定されていな

い。 

行動計画の作成が不可能であれば、事業

目的達成のための別の目標を掲げることが

必要であったと思われる。 

第２期中期経営計画においては、協定水量

増等の進行管理困難な数値目標を記載するこ

と自体を見直し、安定給水の向上や安心な水

の供給等を実現するための具体的目標を設定

する見直しを行っている。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

13 中期経営計画は、経営の PDCA サイク

ルのツールとして重要な機能を持ち、実際

に有効に機能していると高く評価すること

ができるが、目標と行動計画との明確化等

の検討課題もあることから、中期経営計画

制度自体の改善と運用の見直しも一つの取

組テーマとされることで、更に強力な経営

管理体制への進化も期待される。 

目標設定等の見直しを行い、PDCA サイク

ルの明確化や差異分析の導入等を含む運用を

実施している。所管課へのヒアリング及び関

係資料の閲覧により、上記の改善状況を確認

した。なお、本監査における PDCA サイク

ルに関する意見は、意見２を付言している。 
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16 平成 23 年度末における企業局職員の年

齢構成は高齢者層の比率が高いため、若年

層比率を上げるためには⾧期的な人員計画

を策定し、段階的な対応を取ることが望ま

しい。 

毎年度、現員予定数を考慮して新規採用を

行うことにより年齢構成の平準化に対応する

方針としている。また、令和７年度からは社

会人採用等の実施も認められる。所管課への

ヒアリング及び関係資料の閲覧により上記の

取組状況を確認した上で、人材確保・育成の

実効性確保の観点から意見９、10 を付し

た。 

21 清掃委託の業者選定の見積書入手にお

いて、競争参加資格者が多数あるにもかか

わらず、過去の実績及び当該委託業務を行

う場所までの距離により、数年間継続して

特定の３業者から見積書を入手していた。 

委託業務を受ける機会を公平に付与する

観点から、特定の業者を継続して指名する

よりも、様々な業者を指名する方が望まし

い。 

委託業務の見積依頼は、「群馬県企業局工

事費等見積基準」に基づき、業種、資格区分

に適合する資格者の中から実績等を勘案する

とともに、公平性を保つ観点から、過去に選

定していない業者を優先的に選定し、特定の

業者に偏らないよう配慮して業者を指名して

いる。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

25 工事請負契約や委託契約などにおい

て、一定金額以上の契約について一定割合

以上の変更が行われた場合に、契約の変更

内容を示した一覧表を作成することによ

り、次回の契約における契約変更を回避す

ることにつながると思われる。 

契約変更に当たっては、「群馬県企業局設

計書作成要領」に基づき、変更理由書及び設

計書の工事概要欄に変更内容を分かりやすく

比較記載することを担当者に周知し、契約変

更の内容等が把握できるように改善を図って

いる 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

36 不用処理されていないパソコンが見受

けられた。 

同パソコンについては、監査手続の後、

速やかな対応により除却済みであるが、使

用する見込みがないものについては、群馬

県企業局財務規程に準拠して、不用の決定

を行うことが必要である。 

備品を含む物品については、企業局財務規

程に準拠して８月中に現品確認を行うことと

しており、各所属に対し確認事務の通知を行

う際に、不要となった物品は不用決定を行う

よう指示し、事務処理の徹底を図る方針とし

ている。所管課へのヒアリング及び関係資料

の閲覧により、上記の改善状況を確認した。

なお、本件に関連する意見 17 を付言してい

る。 
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41 固定資産台帳上の「合宿所用地」は、

合宿所の廃止後、工業用水道の濃縮槽用地

として使用され、市町村交付金が支給され

ていることから、用途変更があった場合

は、固定資産台帳上の名称を変更すべきで

ある。 

固定資産台帳上の変更状況を確かめ、ま

た、同様に用途変更時の変更状況も含めた運

用が行われている。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

45 企業局事業で効率化を目的に包括的民

間委託導入を検討することは有用である。

同様の視点で年度比較等による実績検証に

より現在の体制の評価を行うことや特定の

活動について民間委託した場合との比較に

より、その効率性を検討することは有用で

ある。 

企業局における包括的民間委託の採用状況

については、企業局に対する意見に記載のと

おりであり、民間委託の活用により現状の体

制強化につなげている状況が認められる。所

管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧によ

り上記の状況を確認した上で、本監査では包

括的民間委託の在り方について意見９を付し

た。 

51 企業局全体では、施設設備の取替更新

等のはざまで生じる余裕資金を、一般会計

への貸付け等のできるだけ安全確実な方法

により運用しているが、施設設備の更新資

金として減価償却累計額相当額が一時に必

要となるわけでないことから、延命化実施

後の実質的耐用年数を見積り、現在の保有

資金が、今後の建設、設備更新等の計画、

自己金融資金の増加等から、どのような状

況にあるか把握し、必要な対応を図ること

が望まれる。 

県は、各事業部門における将来の設備投資

計画等に基づき現状を把握し、⾧期的かつ効

率的な資金管理を行うこととしている。これ

を踏まえ、本監査では、当該方針に沿った資

金管理の実効性確保の観点から意見 11 を付

した。 

56 企業局における在職期間と企業局以外

の在職期間を反映させた基準を基に、退職

給与を各部署又は事業にて負担すべきであ

る。 

相互に人事異動が行われていることから、

現状は退職時の所属（会計）が退職給与を一

括して負担する運用としていることを、所管

課へのヒアリングにより確認した。なお、負

担ルールの在り方については検討の余地があ

るとの認識である旨も併せて確認した。 

57 改正後の地方公営企業法施行規則によ

る会計基準が適用される平成 26 年度以降

は、退職給付引当金が自己都合要支給額を

適切に表す計上方法へ変更することが望ま

しい。 

「地方公営企業が会計を整理するに当たり

よるべき指針」（総務省告示）に基づき会計

処理を行っている。所管課へのヒアリング及

び関係資料の閲覧により、上記の対応状況を

確認した。 
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60 総務課及び財務管理課は各事業に役務

を提供していることから、各事業の業績を

正しく把握するために、人件費及び経費に

ついて実際の役務提供割合に応じて配賦す

べきである。 

各事業の共通業務を担当する職員の人件費

については、企業局の経営方針として基幹的

な事業に重点的に配賦しており、所管課への

ヒアリング及び関係資料の閲覧により当該運

用を確認した。また、配賦基準等については

他の自治体等の事例を踏まえて継続的に検討

することとしている。 

 

３．県土整備部 下水環境課 

（指摘事項） 

監査結果 改善状況等 

１ 予算計上時に見積りを入手した業者が、

予定価格算定で依頼する業者に含まれてい

なかった。 

予定価格算定のための見積徴取業者選定

の際には、予算要求額算定時の見積徴取業

者の指名の有無についても確認すべきであ

る。特に担当者の異動があった場合には十

分な引継ぎを行い、情報の共有化を行う必

要がある。 

「下水道総合事務所入札参加資格審査委員

会の設置及び運営に関する要領」第５条（審

査資料の提出）に規定する様式第１号（入札

参加資格要件調書）を改正し、予算要求額算

定時に見積徴取を行った業者の記載欄を設

け、確認を行うこととした。所管課へのヒア

リング及び関係資料の閲覧により、上記の改

善状況を確認した。 

２ 指名競争入札の際に、指名業者が辞退

し、８者又は９者で指名競争入札を実施し

ている事例があった。  

適格となる業者の数が概ね 10 者に満た

ない場合に、会計局の「物品等の購入に伴

う業者選定及び契約事務取扱要領」のただ

し書の「選定の結果、適格となる業者の数

が概ね 10 者に満たない場合には、その数

とすることができる」との規定により、

「その数」とする場合には、その事実を文

書化しておくことが必要である。 

修繕等の入札手続に係る基準については、

従来、会計局の「物品等の購入に伴う業者選

定及び契約事務取扱要領」に準拠していた

が、平成 25 年度に下水道総合事務所として

同要領を整備し、指名すべき業者数に達しな

い場合の理由を記載する規定を設けた上で運

用している。所管課へのヒアリング及び関係

資料の閲覧により、当該改善状況を確認し

た。 
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３ 指名された業者が見積りを辞退していた

が、入札参加資格審査委員会に提出された

業者指名調書にその旨の記載がなく、見積

りを辞退した業者がそのまま指名され、入

札を辞退する結果となった。 

担当者は業者指名調書に必要な情報を正

しく記載するとともに、上席者は記載内容

を確認して承認する等のチェック体制を整

備する必要がある。 

「下水道総合事務所入札参加資格審査委員

会の設置及び運営に関する要領」第５条（審

査資料の提出）を改正し、入札参加資格要件

調書に、予定価格積算時の見積業者からの見

積書及び見積辞退届の写しを添付することを

規定するとともに、上席者による調書の確認

を徹底している。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

６ 流域下水道事業において、設備台帳（機

械）は、下水道台帳の補完図書であるが、

情報のアップデートが十分に行われておら

ず、現状の設備台帳ではその機能を十分に

果たすことができない。 

下水道⾧寿命化計画に対応する新規台帳

を早急に準備するか、現在使用している設

備台帳を更新する必要がある。 

平成 25 年度中に設備台帳（機械）を更新

するとともに、新設・更新工事及び修繕業務

の仕様書に完成時の台帳更新を規定し、完了

検査において更新完了の確認を徹底する方針

としている。所管課へのヒアリング及び関係

資料の閲覧により、前回の指摘・意見に係る

改善措置が講じられていることを確認した。 

一方で、現在は台帳情報の見える化や修繕

状況等を踏まえた活用・管理の高度化が課題

となり得ることから、本監査では当該観点か

ら意見 26 を付した。 

７ 国から補助金を受けて取得した高額な備

品が、平成 20 年度から使用見込みもなく

放置されている。 

緊急災害時等の使用可能性があることか

ら所有しているが、メンテナンスを行って

いないため、緊急時にすぐに使用すること

ができない状態にある。メンテナンス費用

も考慮し、今後の利活用、売却又は廃棄処

分について検討する必要がある。 

指摘のあった備品について関係機関等に譲

受けの希望調査を実施し、ガスクロマトグラ

フ質量分析計システムについては、譲受希望

のあった県関係機関へ物品管理換を行った

（平成 25 年 12 月）。 

高周波プラズマ発光分析装置については、

譲受希望がなく、年数経過による機能低下及

び老朽化により使用に支障をきたしているた

め不用兼廃棄決議を行い廃棄処分した（平成

26 年 1 月）。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 
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９ 県と市町村による要綱等により、流域下

水道管理に要する費用である維持管理費負

担金は、排水負担金及び公費負担金の２種

類とされている。現在、県央処理区及び桐

生処理区では、排水負担金が維持管理費を

超過しており、維持管理費相当額をすべて

市町村が負担し、県は公費負担金を負担し

ていない。 

排水負担金が維持管理費の６分の５を超

過する額は、市町村に返還されるのが要

綱、覚書の趣旨からして適切と判断する。 

他の都道府県の状況や、流域下水道事業が

独立採算を原則としていること等を踏まえ、

流域下水道事業における県及び市町村の負担

（維持管理費及び資本費）に係る制度改正を

検討している。まず、維持管理費に係る県公

費負担の廃止を前提として、県と市町村との

協議を開始した。所管課へのヒアリング及び

関係資料の閲覧により、当該協議が開始され

たことを確認したが、現時点では協議の結論

に至っていないことから、追加の指摘又は意

見は付していない。 

10 不明水量について、総流入量の６分の

１とする想定は実態と乖離しており、現状

のままでは県・市町村間の負担額は適正で

はない。 

実態に即して負担金の適正化を図る必要

がある。 

維持管理費に係る県公費負担の廃止につい

て合意を得るため、県と市町村が協議を継続

していることを、所管課へのヒアリング及び

関係資料の閲覧により確認した。改善措置内

容に変化がないのは協議継続中であるためで

あり、本監査では当該状況を確認したことか

ら、現時点で追加の指摘又は意見は付してい

ない。 

11 平成 23 年度の県央処理区では公費負担

金の２倍の黒字、桐生処理区では３倍もの

黒字が発生しており、その結果、県の公費

負担金も実質的に負担のない状況となって

いるが、県央処理区では昭和 62 年度か

ら、桐生処理区では平成８年度から料金改

定がされていない。 

県央処理区、桐生処理区の覚書には、排

水負担金の単価は概ね３年を目途に見直し

することとされており、見直すべき時期が

到来しているものと判断する。 

県央処理区については、市町村が負担する

排水負担金の単価及び改正時期が適正となる

よう、市町村と協議を継続していることを確

認した。また、桐生処理区についても同様に

協議を継続していることを確認した。改善措

置内容に変化がないのは、いずれも協議が継

続中であり結論に至っていないためである。

現時点では、上記の対応状況を確認したこと

から、追加の指摘又は意見は付していない。 
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（意見事項） 

監査結果 改善状況等 

３ 流域下水道事業では、事業の達成目標を

数値目標として計画を整備しているが、こ

れらを達成するための経営管理ツールとし

ての計画は作成されていない。 

効率的な業務の推進のために、事業遂行

上の検討課題を事業計画として網羅的に整

理し、対応方針を明確にした上で、優先順

位の高いものから実行し、進行管理を行う

ことが望まれる。 

流域下水道事業の事業計画は、従来の整備

計画に加え、管理・経営までを一体的に捉え

た構成へ見直され、経営管理の視点を含む計

画として策定され、進捗管理が実施されてい

る。なお、本監査では当該進捗管理の方法等

について検証し、改善の余地がある点につい

て意見 15、16 を付した。 

４ 県では、汚水処理人口普及率が全国 36

位（平成 23 年度末）であり、今後の普及

率の向上が重要な課題であるとされ、平成

９年度に汚水処理計画が策定されて以来、

数度見直しがされている。しかし、現在の

各計画は、目標値の提示であり、達成に当

たっての施策を評価するための機能が不足

している。 

各年度の目標値・施策・必要予算と実績

との対比により進行管理を行うことが望ま

れる。 

群馬県汚水処理計画において、各年度の目

標普及率及び必要事業費を設定し、実績値と

の対比により目標達成に向けた進行管理を行

う運用となっていることを確認した。なお、

計画の進捗管理の在り方については、意見

15、16 を付言している。 

14 水質浄化センター間での人事異動が頻

繁に行われることにより、将来下水道に関

する経験を持った人材の不足が懸念され

る。このような状況を踏まえて、下水道に

関する経験を持った人材の育成が必要であ

り、そのための中⾧期的人員育成プログラ

ムの作成が望まれる。 

流域下水道事業における水質浄化センター

の維持管理は、管理コストの削減を目的に、

性能発注により民間事業者へ業務委託してい

る。県として社会人採用も活用する体制を構

築するなど改善を図っている段階にあること

を確認した。なお、本監査では人材マネジメ

ントの観点から当該点について意見９、10

を付した。 
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15 下水道総合事務所では、一部業務を包

括的民間委託により行っているが、委託先

の管理業務のためにも、企業局のデータベ

ース化と同様の検討が望まれる。また、相

互のノウハウの活用が有効であれば、部門

を超えたデータベースの共有化も検討の余

地があるものと思われる。 

流域下水道事業における水質浄化センター

の維持管理業務は、性能発注により民間へ委

託され、日常の運転管理は受託者のノウハウ

に委ねられている状況を確認した。県は監督

業務及び危機管理時の実務対応について人材

育成により継承する方針であることから、本

監査では包括的民間委託下におけるノウハウ

の整理・継承の在り方について意見 14 を付

した。 

19 一般競争入札において入札価格によっ

ては、契約の内容に適合した履行がなされ

ないおそれがあるため「低入札価格調査制

度」を定めている。その制度では、低入札

価格調査を実施する調査基準価格と、低入

札価格調査を実施することなしに失格とな

る失格基準価格を設けている。流域下水道

事業における入札においては、恣意的な判

断が行われることがないように、県土整備

部の定めた要綱、要領、ガイドラインに基

づき、厳格に執行されているものと見受け

られる。しかし、失格基準価格の適用によ

り、本来排除する必要がない事業者までも

排除しているのではないかとの懸念があ

る。失格基準価格を設けた低入札価格調査

制度によるのではなく、県の実態に即した

制度を確立していくことが望まれる。 

流域下水道事業では、土木工事のように契

約後に現地で作業を必要とする工事について

は、従来どおり「低入札価格調査制度」を適

用し、適正な工事執行の運用に努める。な

お、JIS 製品や汎用品の購入が主となり、低

価格の入札となっても品質確保が担保できる

と思われる工事については、「低入札価格調

査制度」の第４（失格基準価格）第２項を適

用し、失格基準価格を設けないとするための

具体的な適用基準を策定している。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

20 修繕業務の指名業者の選定について

は、「物品等の購入に伴う業者選定及び契

約事務取扱要領」の「概ね 10 者以上の指

名業者を選定するものとする」との規定に

基づき、10 者に見積依頼したが、辞退者

が出たため 10 者に満たず入札を行った。

他に指名できる業者がいない場合も推測さ

れるが、できる限り多くの業者を指名する

ことにより、より競争原理を働かせ、適切

な入札となるよう努めるべきである。 

修繕等に関する入札手続は、会計局の「物

品等の購入に伴う業者選定及び契約事務取扱

要領」に準拠してきたが、平成 25 年度中に

下水道総合事務所の「物品等の購入に伴う業

者選定及び契約事務取扱要領」を定め、要領

に定められた業者数を指名する運用に改めて

いる。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 
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23 下水道総合事務所では、「下水道総合

事務所入札参加資格審査委員会の設置及び

運営に関する要領」に準拠し、入札参加資

格審査委員会が開催されているが、同要領

に議事録の作成についての定めがないこと

から、議事録は整備されていない。また、

企業局においても、「工事入札参加資格審

査委員会設置要領」において、審議事項、

委員会の構成、入札参加資格要件の決定等

を定めているが、委員会は、非公開である

ことから、委員会議事録については整備さ

れていない。 

入札参加資格審査委員会の審査は、入札

の公正を期する重要な手続であり、審査上

の重要な判断事項等について議事録を残す

べきと考え、要領に規定すべきである。 

入札参加資格審査委員会での、公共工事の

品質確保及び業者選定の公平性の確保に関わ

る審議に配慮し、重要な判断事項等につい

て、「下水道総合事務所入札参加資格審査委

員会の設置及び運営に関する要領」に議事録

の作成規定を設けている。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

28 桐生水質浄化センターの焼却炉につい

ては廃止が決定した現在も残存し、奥利根

水質浄化センターでは使用されていないコ

ンポスト実験棟が残存し、敷地の有効活用

がされていない。また、計画縮小により処

理施設の系列数を減らしているが、この事

業用地が有効活用されていない。事業用と

しての活用を検討する場合には、有効活用

を事業の課題として位置づけ、対応方針及

び所管責任を明確にし、検討の進行管理を

行う等の環境整備が望まれる。また、検討

の結果、事業用としての活用が困難であれ

ば、未利用地として県有地利用検討委員会

へ委ねることが必要となる。 

桐生水質浄化センターの焼却施設の検討に

ついては別途意見を付言している。奥利根水

質浄化センターでは、コンポスト実験棟を平

成 25 年度に撤去し、公園整備等により地域

交流スペースとして有効活用されていること

を確認した。併せて、各センターの計画見直

しにより遊休化が見込まれる用地について、

太陽光発電施設等の活用を県単位で検討して

いることを確認した。 
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30 下水道法に基づき、流域下水道台帳を

作成しているが、一部に時点修正されてい

ない等の不備が見受けられる。また、必要

最低限の情報は入手できるが、使い勝手が

悪いことより、現在、マッピングを取り入

れた流域下水道台帳の電子化に取り組んで

いる。 

災害時の情報収集や今後の修繕計画の立

案等に支障をきたすことが無いよう早期の

作成が望まれる。 

県は新設・更新工事の発注仕様書に「完成

時に流域下水道台帳を更新する」旨を規定

し、情報更新の徹底を図る方針としている。

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧に

より、前回の指摘・意見に係る改善措置が講

じられていることを確認した。 

一方で、台帳情報の見える化や更新・修繕

状況等を踏まえた活用の観点からは、なお改

善の余地があることから、本監査では当該点

について意見 26 を付した。 

33 流域下水道事業では、毎年８月に備品

管理システムの数量と現物との照合を行

い、３月末に会計局にその結果を報告して

いるが、実際に行った照合の証跡が残され

ていない。 

現物との照合とともに使用状況の確認の

証跡を残すことにより、使用頻度の低い物

品、不用な物品の利活用や処分を検討する

ことが望まれる。 

群馬県財務規則に基づき毎年８月に実施す

る備品の現物照合に当たり、備品台帳に現物

照合欄及び使用状況欄を設け、確認内容を記

載して記録として残す運用としている。所管

課へのヒアリング及び関係資料の閲覧によ

り、上記の改善状況を確認した。 

34 電気伝導計ソフトウェアと一眼レフカ

メラは、現在使用しておらず、使用見込み

もないため、「群馬県財務規則」第 231

条に則り、早期に不用の決定を行う必要が

ある。 

当該備品は、平成 25 年１月 31 日に物品

不用決議を行い、同年２月７日に廃棄処分し

た。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

35 物品管理システム上、空気呼吸器の保

管場所が、奥利根水質浄化センターではな

く、県央水質浄化センターとなっていた。

また、県央水質浄化センターの汚泥棟に保

管されている備品について、県央水質浄化

センターと記載されているものと、汚泥棟

と記載されているものがあった。 

現物確認時にも役立つよう、保管場所は

正しく詳細に記載することが望ましい。 

当該備品（空気呼吸器）については、平成

24 年 11 月５日に奥利根水質浄化センターが

保管場所であることを確認し、同年 11 月６

日に物品管理システム上の保管場所の記載事

項を県央水質浄化センターから奥利根水質浄

化センターに訂正した。 

県央水質浄化センター汚泥棟に保管されて

いる空気呼吸器については、物品管理システ

ム上の保管場所を県央水質浄化センター汚泥

棟に記載事項を統一した。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 
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37 平成 23 年度中に更新機器が納入され、

規定に準拠し不用の決済が行われている

が、廃棄の処理が行われていない状況にあ

る。 

不用の決定が行われた備品については、

早期に廃棄処理することが望まれる。 

当該機器については、不用決定後、平成

25 年２月７日に廃棄処分が行われたことを

確認した。一方で、指摘５で述べたとおり、

同様に不用とされた備品が残置され得る状況

も見受けられたことから、今後は不用決定か

ら廃棄処分までの手続が適時に完了するよ

う、運用の明確化を図ることが望まれる。 

38 各水質浄化センターにおいて同一の機

器を利用しているにもかかわらず、リース

契約の契約形態が異なり、費用の発生金額

が異なっている。 

県として統一的な判断ができるような方

針を定めるなど、同一機器については、同

じ契約内容とすることが望まれる。 

リース台帳を作成し、総合的なコスト比較

棟を行った上で、次期更新機器から、契約内

容を統一する運用となっている。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

42 利根川佐波流域下水道事業について

は、市町村合併により１市１流域になった

ため伊勢崎市へ移行することとなっている

が、債務等を含め資産を有償譲渡した場

合、伊勢崎市は、移管に伴う多額の債務を

負うことになり、市の財政に大きな負担と

なることが想定されている。 

今後、持続可能な汚水処理事業を行うた

めにも、人口減少等の社会情勢の変化によ

り空いた施設の有効利用として、し尿処理

の一元化や、一層の広域的な観点から効率

的な汚水処理場を行っていくために、流域

下水道区域の再検討をすることが期待され

る。 

利根川佐波流域下水道を含む県東部地域

は、生活排水による河川の水質汚濁が進み、

水質保全の必要性が高い地域である。 

流域下水道事業の維持管理費は、他の都道

府県の状況や流域下水道事業が独立採算を原

則としていることなどから、県公費負担金の

廃止を前提に市町村と協議を開始した。ま

た、建設費の回収についても、受益者負担の

原則に立ち市町村と協議する。 

これらを勘案して、今後、この地域の持続

可能な汚水処理を行うため、流域下水道事業

の原則に基づき、効率的な汚水処理事業を検

討することとしている。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 
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43 終末処理場や管渠（きよ）等の建設費

の一部は、汚水処理に掛かる経費として、

使用料収入で回収するよう努力する必要が

あるとされているが、県の場合には、建設

費の回収を行っていない。この建設費の回

収方針については、市町村及び受益者（下

水道利用者その他の地域住民）に明確に説

明し、回収すべき建設費の金額を市町村ご

とに示し、補助が行われていることを周知

することが望まれる。 

他の都道府県の状況や、流域下水道事業が

独立採算を原則としていること等を踏まえ、

流域下水道事業における県及び市町村の負担

（維持管理費及び資本費）に係る制度改正を

検討している。制度改正の検討の中で、資本

費（建設費）回収の在り方についても市町村

と協議している。所管課へのヒアリング及び

関係資料の閲覧により、上記の改善状況を確

認した。 

44 委託業者選定の入札手続参加者は、県

央水質浄化センターが２社であるが他の水

質浄化センターは各１社であり、手続は入

札の形式をとっているが、競争となってい

ない。事前に組織体制が準備可能で大規模

な業務を受注できる業者が限られており、

既存の受託業者は現場環境を熟知した強み

があることから、他に相当な改善提案及び

コスト改善プランを持った業者でないと入

札参加意欲を持てないことが推測される。

今後においても、同様に競争を確保できる

か懸念されるところである。事前に受注可

能な業者の調査を行い、指名競争入札の方

法も検討すべきである。 

本件は世界貿易機関（WTO）の政府調達

協定の対象であることから、一般競争入札と

している。なお、「地方公共団体の物品等又

は特定役務の調達手続の特例を定める政令」

における内外無差別の原則により、仮に指名

競争入札とする場合であっても、国外を含む

広範囲から指名業者を選定する必要があり、

実務上現実的ではないことから、当面は現状

どおりの取扱いとする方針としている。所管

課へのヒアリング及び関係資料の閲覧によ

り、上記の改善状況を確認した。 

46 下水道事業に係る機械・電気設備（以

下「設備」という。）の修繕業務に関する

規程は現状明確にされていないため、複数

の要領を参考にしながら業務を実施してい

るのが実状である。設備の修繕は金額が多

額になること、毎年度発注件数が多いこと

から、設備の修繕業務についての規程を設

け、その規程に基づいて業務を遂行するこ

とが望ましい。 

平成 25 年度中に下水道総合事務所の「物

品等の購入に伴う業者選定及び契約事務取扱

要領」を定め、一元的に対応している。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 
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47 地方財政法第５条の２において、地方

債の償還年限については建設施設の耐用年

数を超えないことが定められている。資本

費と資産管理の適正を図るためにも標準耐

用年数と償還期間との整合性を確認する体

制を構築する必要があり、経営の健全化に

向けた取組が望まれる。 

総務省への事前協議及び金融機関への起債

申込み前に、起債対象工事の標準耐用年数を

記載した一覧表を作成し、償還期間が地方財

政法第５条の２に適合しているか確認する運

用となっている。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

48 各水質浄化センターは、毎月報告書を

下水環境課へ提出しているが、報告書の様

式・方法が各水質浄化センターで異なって

いた。 

報告書の提出に関して報告内容、提出時

期（期限）、定時又は随時、回数等を事務

取扱要領等において、明確に定める必要が

ある。 

平成 25 年２月に報告様式を統一した。 所

管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧によ

り、上記の改善状況を確認した。 

49 下水環境課は、毎年総務省に「地方公

営企業決算状況調査表」を提出している

が、流域下水道事業特別会計と同調査表で

は、科目名が異なっており、特別会計の決

算数値を同調査表の様式に合わせるように

集計し直さなければならない。調査表の決

算数値は、国の統一的な基準で算定された

ものであり、他県との比較等、利用するに

は有益なものであるため、これを有効活用

した経営分析を行う必要があると考える。 

また、県の決算数値から調査表の決算数

値への振替に当たっては、明確な手順書等

がないため、明確な手順書等を作成するこ

とが必要である。 

調査表作成のための手順書を作成するとと

もに、公表された調査データの有効活用につ

いて検討する。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 
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50 流域下水道事業は、公共事業、投資規

模の大きいもの、⾧期にわたり収支を考慮

する必要にあるものに該当することから、

公営企業会計基準適用によるシステム対応

等の負担を克服し、公営企業会計のメリッ

トをいかした経営を行うことが望まれる。     

流域下水道事業への公営企業会計（公営企

業会計基準）の導入に当たり、同会計を導入

している東京都、埼玉県及び茨城県に対し、

メリット・課題等についてヒアリング調査を

実施したことを確認した。その結果等を踏ま

え、本県では令和２年度から流域下水道事業

に公営企業会計（公営企業会計基準）を適用

している。 

59 下水道総合事務所には、各水質浄化セ

ンターの事務を取りまとめて処理する共通

の事務職員がおり、人件費は各処理区の予

定流入量に応じた按分割合で配賦すると規

定しているが、予定流入量が一定以上変化

した場合には、按分割合を見直す必要があ

り、規程において、按分割合を見直す基準

を明確に定めることが必要であると考え

る。 

各水質浄化センターの共通業務を担当する

職員の人件費及び経費については、各処理区

の予定流入量に応じた按分割合で配賦すると

規定してきたが、予定流入量が一定以上変化

した場合の按分割合を見直す規定がなかった

ことから、按分割合を見直す規定を定める。 

所管課へのヒアリング及び関係資料の閲覧

により、上記の改善状況を確認した。 

 

なお、企業局電力事業は、今年度の監査では対象外としたため、検討は省略した。 

以上より、平成 24 年度の指摘・意見に係る取組については、一定の改善が図られている

ものと認められる。今後は、対応状況の整理・共有を継続し、必要に応じて関係計画や運用

の見直しに反映させることで、取組の実効性を一層高めることが期待される。 

以上 


